
珠洲市 土砂警戒特別警戒区域内の被災宅地等復旧支援事業 手続きの流れ
土地所有者等（申請者） 珠洲市

申請書提出
（様式第１号等）
（様式第２号等）

①事前相談

②本申請

③工事施工

④工事完成・実績報告

⑤補助金請求

申請前相談

申請受付

珠洲市窓口
（環境建設課）

審査

交付決定通知書
（様式第３号等）

交付決定通知書受理

審査

工事契約・着手

事前相談

変更承認申請
（様式第５号等）

交付決定
変更通知

（様式第６号等）

変更計画承認
通知書受理

工事完成

実績報告書提出
（様式第７号等）
（様式第８号等）

交付額決定

申請受付

補助金受理

※工事中に申請書類内容から変更が生じた場合の申請

完了審査

交付額決定通知
（様式第１０号等）

補助金交付請求
（様式第１１号等）

請求書確認
補助金交付

事前相談予約連絡先 珠洲市環境建設課（0768ｰ82-7756）

※必要とする工事を説明ください。 ※補助金の対象かどうか確認します。

※審査の申請書の確認を行い、修正があれば
 申請者に連絡します。

※住宅補強費支援事業は、事前に建築確認申
請し、確認済証の写しが必要です。


